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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像シーケンスのビデオ符号化方法において、
　画像シーケンスの画像がスケーリングされ符号化されて、発生したビデオデータが、画
像表現ごとに画素数により定義された画像分解能（ＱＣＩＦ，ＣＩＦ，４ＣＩＦ）に関し
て、および／または画像品質に関して、それぞれ異なる複数のレベルで画像を表現可能な
情報を含み、
　符号化がブロックベースで行われ、複数の画像のうち１つの画像の一部分について画像
シーケンス中に場合によっては含まれる動きを記述するために、該動きを記述する少なく
とも１つのブロック構造（ＭＶ＿ＱＣＩＦ，ＭＶ＿ＣＩＦ，ＭＶ＿４ＣＩＦ）が生成され
、該ブロック構造（ＭＶ＿ＱＣＩＦ，ＭＶ＿ＣＩＦ，ＭＶ＿４ＣＩＦ）は、１つのブロッ
クから複数の部分ブロックへ分割され、同時に一部分で該部分ブロック（ＭＢ１＿ＱＣＩ
Ｆ～ＭＢ４＿ＱＣＩＦ，ＭＢ１＿ＣＩＦ～ＭＢ４＿ＣＩＦ，ＭＢ１＿４ＣＩＦ～ＭＢ４＿
４ＣＩＦ）が順次細かく分けられたサブブロックに分割され、
　ａ）一時的に少なくとも第１の分解能レベルに対し第１のブロック構造（ＭＶ＿ＱＣＩ
Ｆ；ＭＶ＿ＣＩＦ）が生成され、第２の分解能レベルに対し第２のブロック構造（ＭＶ＿
ＣＩＦ，ＭＶ＿４ＣＩＦ）が生成されるステップが設けられており、前記第１の分解能レ
ベルは第２の分解能レベルよりも低い画素数および／または画像品質を有しており、
　ｂ）前記第２のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩＦ）が前記第１のブロック
構造ＭＶ＿ＱＣＩＦ、ＭＶ＿ＣＩＦ）と比較されて、各ブロック構造における差が求めら
れるステップと、
　ｃ）前記各ブロック構造における差の特性に基づき、変更された第２のブロック構造（
ＭＶ′＿ＣＩＦ，ＭＶ′＿４ＣＩＦ）が生成されて、該変更された第２のブロック構造（
ＭＶ′＿ＣＩＦ，ＭＶ′＿４ＣＩＦ）の構造によって前記第２のブロック構造（ＭＶ＿Ｃ
ＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩＦ）の部分集合が表されるステップと、
　ｄ）前記変更された第２のブロック構造（ＭＶ′＿ＣＩＦ，ＭＶ′＿４ＣＩＦ）と前記
第２のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩＦ）が、画像品質に比例する少なくと
も１つの値に基づき比較されるステップと、
　ｅ）向上した品質に正比例する値をもつブロック構造がビットシーケンス符号化の基礎
とされるステップ
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が設けられていることを特徴とする、画像シーケンスのビデオ符号化方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記差を求めるために、前記第２のブロック構造に加えられたサブブロックが捕捉され
ることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の方法において、
　前記差を求めるために、サブブロック特性が捕捉され、
　サブブロック特性として前記サブブロックのブロックサイズが捕捉されることを特徴と
する方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項記載の方法において、
　前記差を求めるために、前記第２のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩＦ）の
部分ブロック（ＭＢ１＿ＣＩＦ～ＭＢ４＿ＣＩＦ；ＭＢ１＿４ＣＩＦ～ＭＢ４＿４ＣＩＦ
）に対応する第１のブロック構造（ＭＶ＿ＱＣＩＦ；ＭＶ＿ＣＩＦ）の部分ブロック（Ｍ
Ｂ１＿ＱＣＩＦ～ＭＢ４＿ＱＣＩＦ；ＭＢ１＿ＣＩＦ～ＭＢ４＿ＣＩＦ）のみが利用され
ることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項３または４記載の方法において、
　第２のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩＦ）において、設定可能な閾値に達
するブロックサイズをもつサブブロックのみが、前記変更された第２のブロック構造（Ｍ
Ｖ′＿ＣＩＦ；ＭＶ′＿４ＣＩＦ）に取り込まれることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法において、
　前記閾値の定義によって、前記第２のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩＦ）
における１つのサブブロックのブロックサイズと、比較に利用される前記第１のブロック
構造（ＭＶ＿ＱＣＩＦ；ＭＶ＿ＣＩＦ）の領域中に含まれ該領域の最小サブブロックに属
するブロックサイズとの比が前記閾値により表されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項記載の方法において、
　前記取り込まれたサブブロックは２つ以外に分割可能であることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項記載の方法において、
　第３の分解能レベルにおける第１のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ）として、前記第２の
分解能レベルにおける前記変更された第２のブロック構造（ＭＶ′＿４ＣＩＦ）が用いら
れ、該第２の分解能レベルは、前記第３の分解能レベルよりも低い画素数および／または
画像品質を有することを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項５から８のいずれか１項記載の方法において、
　前記符号化により、前記変更された第２のブロック構造（ＭＶ＿ＣＩＦ；ＭＶ＿４ＣＩ
Ｆ）に取り込まれなかったサブブロックがそれぞれ識別されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項７から９のいずれか１項記載の方法において、
　前記符号化により、２つ以外に分割されたサブブロックがそれぞれ識別されることを特
徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項９または１０記載の方法において、
　方向モードにより前記識別が行われることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１項記載の方法において、
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　ビットシーケンスの符号化にあたりビットストリームが生成されて、該ビットストリー
ムはブロック構造と動きベクトルの更新と連携してスケーラブルテクスチャを表現し、該
スケーラブルテクスチャ表現は、ビットストリームがテクスチャ分解能レベルによって実
現されることにより、およびビットストリームが少なくとも比較結果および伝送のために
実現すべきビットレートに依存して変更されることにより行われるを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の方法において、
　前記テクスチャ分解能レベルはビットプレーンの個数として実現されることを特徴とす
る方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の方法において、
　前記ビットプレーン（ＢＴＰＬ１～ＢＴＰＬＮ）の個数は前記分解能レベルに依存して
変更されることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１３または１４記載の方法において、
　前記変更された第２のブロック構造（ＭＶ′＿ＣＩＦ；ＭＶ′＿４ＣＩＦ）の値が正比
例している場合、前記テクスチャを表すビットプレーン（ＢＴＰＬｎ～ＢＴＰＬＮ）にお
ける少なくとも第１の部分が更新されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５記載の方法において、
　前記更新は第２の部分（ＢＴＰＬｎ′～ＢＴＰＬＮ′）の伝送によって行われることを
特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１５記載の方法において、
　前記更新は、前記ビットプレーンの第１の部分（ＢＴＰＬｎ～ＢＴＰＬＮ）が前記第２
の部分（ＢＴＰＬｎ′～ＢＴＰＬＮ′）により変更されることによって行われることを特
徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１４から１７のいずれか１項記載の方法において、
　前記更新は、第２のブロック構造に属するテクスチャ（ＴＥＸＴＵＲ１）において前記
変更された第２のブロック構造（ＭＶ′＿ＣＩＦ；ＭＶ′＿４ＣＩＦ）により定義されて
いる領域（ＲＥＦＩＮＥＭＥＮＴ）が細分化されることにより行われることを特徴とする
方法。
【請求項１９】
　請求項１２から１７のいずれか１項記載の方法において、
　前記個数（ＢＴＰＬ１～ＢＴＰＬＮ）よりも大きい第２の個数のビットプレーン（ＢＴ
ＰＬＮ～ＢＴＰＬＮ＋Ｍ）が高いビットレートで伝送されることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１２から１８のいずれか１項記載の方法により生成され符号化されたビットシー
ケンスの復号方法において、
　画像シーケンス中に含まれる請求項１２から１８のいずれか１項記載の方法に従い生成
されたブロック構造と動きベクトルの更新ならびにスケーラブルテクスチャを表すビット
ストリームに基づき、前記画像シーケンスのスケーラブル表現が生成されることを特徴と
する方法。
【請求項２１】
　請求項１から１８いずれか１項記載の方法を実施する手段が設けられていることを特徴
とする、符号化画像シーケンスを生成する符号化器。
【請求項２２】
　請求項１から１８のいずれか１項記載の方法により生成された符号化ビットシーケンス
を復号する手段が設けられていることを特徴とする復号器。
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【請求項２３】
　請求項２２記載の復号器において、
　スケーラブルテクスチャを表すビットストリーム部分を示す第１の信号を検出する手段
が設けられていることを特徴とする復号器。
【請求項２４】
　請求項２３記載の復号器において、
　前記第１の信号がシンタックス要素として構成されていることを特徴とする復号器。
【請求項２５】
　請求項２２から２４のいずれか１項記載の復号器において、
　更新すべき領域を示す第２の信号を検出する手段が設けられていることを特徴とする復
号器。
【請求項２６】
　請求項２５記載の復号器において、
　前記第２の信号がシンタックス要素として構成されていることを特徴とする復号器。
【請求項２７】
　請求項２２から２６のいずれか１項記載の復号器において、
　符号化されたビットシーケンスの表現が更新によって向上することを特徴とする復号器
。
【請求項２８】
　請求項２２から２７のいずれか１項記載の復号器において、
　テクスチャの更新を行うべきビットプレーン（ＢＴＰＬＮ）を求める手段が設けられて
いることを特徴とする復号器。
【請求項２９】
　請求項２２から２８のいずれか１項記載の復号器において、
　テクスチャを更新する手段が設けられており、該手段は更新されるブロック構造と動き
ベクトルを考慮することを特徴とする復号器。
【請求項３０】
　請求項２２から２９のいずれか１項記載の復号器において、
　更新手段が設けられており、該更新手段により、テクスチャに属するテクスチャ情報と
テクスチャ更新情報から更新されたテクスチャ情報が形成されることによって、存在する
テクスチャから更新されたテクスチャが形成されることを特徴とする復号器。
【請求項３１】
　請求項３０記載の復号器において、
　前記更新手段により、テクスチャ情報が少なくとも部分的にテクスチャ更新情報によっ
て置き換えられることを特徴とする復号器。
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